
 
 
 
 
 
 
 
 

～令和 3年度表彰･感謝状受賞者 

（福岡県及び（公社）福岡県食品衛生協会 関係）～ 

 
先月号に続き、今月号では福岡県知事表彰及び福岡県保健医療介護部長表彰並びに（公社）福岡県

食品衛生協会長表彰の受賞者の皆様をご紹介します。 

 

〇福岡県知事表彰   
【食品衛生功労者】   
竹田 文康（筑紫支所 食肉処理業）       吉原 博輝（粕屋支所 飲食店営業）      

大越 秀男 (北筑後支所 飲食店営業）    大里  至 （嘉穂・鞍手支所 酒類製造業） 

平田 繁昌（久留米支所 飲食店営業）    山﨑 恵子（久留米支所 飲食店営業） 

北原 重信（南筑後支所 飲食店営業）    喜代原 勇（京築支所 飲食店営業） 

川﨑 洋一（大牟田支所 そうざい製造業） 
  

【食品衛生優良施設】  
魚杳（粕屋支所 飲食店営業）           史（宗像・遠賀支所 飲食店営業） 

高取食品㈱（糸島支所 豆腐製造業）  

 

〇福岡県保健医療介護部長表彰 
  
【食品衛生優良施設】   
幸龍（粕屋支所 飲食店営業）           桃香（粕屋支所 飲食店営業） 

ラフィーネ（宗像・遠賀支所 飲食店営業）    五洋食品産業㈱（糸島支所 食品冷凍冷蔵業） 

丸永製菓（久留米支所 アイスクリーム類製造業）    

 

〇公益社団法人福岡県食品衛生協会長表彰   
【食品衛生功労者】  
花田 浩平（筑紫支所 飲食店営業）         進藤 恵美（粕屋支所 飲食店営業） 

末継 典秀（粕屋支所 飲食店営業）         西本  亮 （粕屋支所 飲食店営業） 

伴  公俊（粕屋支所 飲食店営業）      川原 淳子（久留米支所 そうざい製造業） 

西田 陽子（八女支所 飲食店営業）         杉本 由美子（八女支所 菓子製造業） 

小川  正 （南筑後支所 飲食店営業）       相島 敏博（南筑後支所 飲食店営業） 

吉元  聡 （京築支所 めん類製造業）       副島 靖嗣（京築支所 飲食店営業）  

 野口 大輔（大牟田支所 そうざい製造業）            

     （裏面に続く） 
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【食品衛生優良施設】  
猪上茶屋（粕屋支所 飲食店営業）                     白龍軒（粕屋支所 飲食店営業） 

長浜ラーメン味のまんぷく（粕屋支所 飲食店営業）     魚心（粕屋支所 飲食店営業） 

竹やぶ（粕屋支所 飲食店営業）                        龍（粕屋支所 飲食店営業） 

Bistro R（宗像・遠賀支所  飲食店営業）  

 

～ （総合食品賠償共済） 

共済金支払い事例（第 4 回） ～ 
 

〇加入者が製造販売した食品に異物が混入していたことにより高額支払いに至った事例 

（出典：食と健康 2021 年 10 月号）  

 
 
加入者が販売する肉の加工食品に動物の骨が混入していたため、喫食した客の歯が欠損する事故が発

生しました。被害者の歯の治療に時間を要したこと、被害者が自由診療となる治療方法を要望したことから
示談が難航し、解決は事故発生から 2 年後となりました。その間の通院回数も 50 回を超え、治療費･交通
費･慰謝料･特別費用含めて 140 万円を超える高額な共済金支払いとなりました。 

異物混入が発生した場合、加入者への賠償金のほか、商品の回収等が発生することもあり、さらに高額
な支払いとなった可能性があります。 

細かな異物の混入を完全に防止することは困難であり、万が一の事故に備える必要があります。 
 
 

○飲食店における高額支払い事例 
（出典：食と健康 2021 年 11 月号）  

 
 

加入者店舗で提供した料理が原因で、カンピロバクター食中毒が発生しました。客は発熱等の症状を呈
し、これを原因に自宅で転倒し、後遺障害の残る大ケガを負いました。弁護士を通じた示談に約 3 年もの期
間を要し、治療費、慰謝料、弁護士費用等を含めて、最終的に 500 万円を超える共済金が支払われまし
た。 

被害者に後遺障害が発生した場合、症状が落ち着くまで示談交渉を開始できず、解決に長い時間を要す
ることがあります。賠償共済に加入していない営業者の場合、長きにわたり心理的な負担を負うこととなりま
す。後遺障害の程度によっては、1 億円近い賠償責任を負うこともあり、営業者が弁済できない場合、営業
者･被害者ともに不幸な結末となりかねません。 

 
だから・・・・ 

 
への加入をお勧めします。 

詳しくは、http://www.n-shokuei.jp/でご確認ください 

年間掛金

休業掛金

13,900円

3,700円

原因
（病因物質等）

事故発生日
支部
支所

業種 事故の概要 被害者数 支払い共済金

異物混入
平成30年
9月30日

山梨県
峡　南

仕出し･弁当
飲食店
食　品
製造業

販売したもつ鍋に骨片が
混入しており、客の歯を
破損した。

1名

1,280,009円
特別費用：  128,001円

生産物自体の損害：      750円

      合計：1,408,760円

年間掛金

休業掛金

8,500円

900円

原因
（病因物質等）

事故発生日
支部
支所

業種 事故の概要 被害者数 支払い共済金

カンピロバクター
平成30年
４月１日

福岡市
中　央

　
飲食店

提供した料理によるカン
ピロバクター食中毒。食
中毒により高熱を出した
客が転倒した際に、自宅
のドアに顔をぶつけて負
傷し、ドアも破損した。
治療費及びドアの修繕費
が支払われた。入院1名

1名

　
4,353,226円

特別費用：  435,323円
弁護士費用：  332,920円

      合計：5,121,469円


